
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

官民競争入札等監理委員会 

第３１２回議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省官民競争入札等監理委員会事務局 

 



  

第312回官民競争入札等監理委員会議事次第 

 

 

日 時：令和６年６月17日（月）15:05～16:33 

場 所：永田町合同庁舎１階・第１共用会議室 

 

１．開 会 

２．実施要項（案）について 

３．事業評価（案）について 

４．報告について 

５．「公共サービス改革基本方針（案）」について 

６．閉 会 

 

＜出席者＞ 

（委 員） 

  浅羽委員長、古笛委員長代理、石川委員、石田委員、井上委員、小尾委員、関野委員、 

  委員、中川委員、古尾谷委員、前田委員 

 

（事務局） 

  後藤事務局長、大上参事官、平井企画官 
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○浅羽委員長 皆様、お待たせいたしました。定刻を過ぎましたけれども、第３１２回官

民競争入札等監理委員会を始めさせていただきます。 

 初めに、昨年１２月１３日付で石上委員に替わりまして井上委員が御就任されておりま

す。御就任後、初めての会議形式での委員会となりますので、井上委員より一言御挨拶を

お願いしたいと思います。 

 井上委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○井上委員 ありがとうございます。今御紹介いただきました、連合副事務局長の井上と

申します。石上の後任で、まだ日が浅いので慣れないところがありますが、よろしくお願

いいたします。 

○浅羽委員長 井上委員、どうもありがとうございました。 

 それでは、本日は、議事次第のとおり、２から５について御議論いただきます。先ほど

事務局より説明がありましたとおり、まず、実施要項（案）、２番を飛ばしまして、３番の

事業評価（案）につきましての審議を最初にさせていただきたいと思います。 

 議事次第３の事業評価（案）についての御審議を、まず小委員会Ｂの２件、国土交通省

／空港消防等業務、原子力規制委員会／原子力規制委員会ネットワークシステムの構築及

び運用・保守業務につきまして、事務局より御説明をお願いしたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○平井企画官 それでは、東京国際空港他１空港消防等業務の評価について御説明をしま

す。資料の２－１を御覧ください。 

 この事業は、国土交通省航空局の業務でございまして、東京国際空港（羽田空港）及び

新潟空港の２空港が拠点となっております。空港における緊急事態発生時において被害を

最小限に抑えるため、国際民間空港機構、ＩＣＡＯでございますけれども、これの基準に

基づいた消防業務及び救急医療業務です。評価は、令和４年の４月からの事業期間で、市

場化テストを行うのが第２期目の実施状況を受けての評価です。 

 結論から申しますと、競争性の確保については、引き続き１者応札が続いておりますの

で、市場化テストを継続することが適当であるとしております。 

 まず、確保されるべき質の達成状況でございます。資料は２ページから３ページにかけ

て記載をしています。消防等業務等において達すべき質及び水準について適切か否かです

けれども、この内容については適切な状況でした。 

 また、実施経費、これについては資料の４ページの（３）以下に書いてあります。第２

期の契約の金額につきましては、従前の経費、市場化テスト前の３０年度の経費とベース

を合わせまして比較いたしますと、３.７％の増加ですが、経費の大部分を人件費が占めて

いるため、本業務の勤務地であるところの東京都、それから新潟県における最低賃金の対

３０年度の上昇率、また、賃金構造基本統計調査の「警備員」の数値を基に試算した年間

給与額の対３０年度の上昇率と比較いたしましたところ、実施経費の増加率はこれらの賃

金の上昇率を下回ることから、一定の効果があったものと評価できます。 
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 続きまして、競争性の面です。最初に申し上げましたが、今期の状況は１者応札の状況

でした。選定時に事業者などからは、６ページの上のところの箱の中に記載していますが、

要員の訓練期間を長く確保してほしいとの声が寄せられており、第２期の入札時のアンケ

ート調査においても、契約期間内に職員を育成できる仕様内容にできないかとの意見もあ

りました。しかしながら、事業の性格上、履行の開始時、令和４年４月１日を遅らせるこ

とができず、十分な対応をすることができなかったため、第２期の入札の結果は、従前か

らの事業者による１者応札でして、競争性の面で課題が残る状況となりました。 

 このため、この事業の評価の結論は、市場化テストは継続しますけれども、国土交通省

からは、事業者が要員を育成する期間が必要なこと、東京国際空港（羽田空港）では、令

和７年度より化学消防車を順次増加させて消火救難体制の強化を図るためのさらなる要員

増が必要なことから、第３期の事業においては事業開始時期を９か月前倒しして、令和６

年度（７月頃をめど）に４か年の契約をしたいとの意向が示され、本監理委員会、令和５

年１０月開催でございましたが、これに報告され、了承されたものです。また、第３期の

実施要項の審議につきましては、令和５年１２月１２日の本監理委員会にて御審議いただ

き、御了承をされたものです以上の経緯を踏まえまして、次期事業につきましては、令和

６年度（７月をめど）から開始される事業において、引き続き市場化テストを実施するこ

ととなっておりました。 

 続いて、本件に関わる報告がございます。資料２－２を御覧ください。ただいま説明申

し上げました事業開始時期を９か月前倒しした第３期の事業についてですが、入札に係る

手続が、中ほどの「４．入札について」に記された日程で行われました。入札公告を再公

告を含め２回実施いたしましたが、入札参加者がいない状況となったということです。国

土交通省としては、「５．当面の対応」にあるように、東京国際空港の消防等業務は安全・

安心な空港運用に必要不可欠であり、今後については、監理委員会と連携して早急に検討

したいとのことです。 

 なお、国土交通省としては、３回目の入札では、事業者へのアンケート結果を踏まえ、

新規事業者が参入しやすくなるよう実施要項を変更したいとしていますが、当該変更には

一定の時間を要する事態となっています。そうした事態を受け、契約期間の開始時期が特

定できなくなったこともあり、令和６年度の「公共サービス改革基本方針」（別表）では、

契約期間を付さず、その内容の詳細については、監理委員会と連携して検討すると変更し

たいと考えています。本件につきましては、５月２４日に開催されました小委員会Ｂにお

いて御審議いただき、評価（案）、市場化テストを継続するということ及び入札結果に係る

報告につき御了承いただいているところですが、その際、本入札結果の報告について、複

数の委員から、昨今、各業界も人手不足といった声も聞こえてきている中、アンケート等

により、事業者の声をよく聴いて、実態を把握し、今後どうするかをじっくりと検討して

ほしいとの御意見をいただきました。 

 説明については以上でございます。 
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 続きまして、原子力規制委員会ネットワークシステムの構築及び運用・保守業務の評価

について御説明をします。資料３を御覧ください。 

 本事業は、一言で申しますと、原子力規制委員会におけるネットワークシステムの構築

業務、運用業務、保守業務から成っております。今回評価を行いますのは、令和３年４月

からの事業期間で、市場化テスト１期目です。 

 評価の概要ですが、本事業については、令和８年中にデジタル庁のＧＳＳ（ガバメント

ソリューションサービス）への移行が予定されており、移行後、本事業は終了となります。

そのため、今期事業をもって市場化テストを終了するという方針で進めたいと思っており

ます。 

 評価の内容ですが、今期、市場化テストの１期目の状況は、資料１ページの中ほどの表

で入札の状況として書いていますが、複数応札、２者応札が実現いたしまして、競争性が

確保された状況となりました。そして、保証されるべき質の状況、これは資料３の２ペー

ジから３ページにかけての記載です。稼働率やヘルプデスクの対応及び障害の発生につい

ても、事業は適正に行われた状況でした。 

 また、実施経費、これは資料の３ページのところに（３）で記載しています。ベースを

合わせた上で従来経費と実施経費とを比較しますと、２７.１％増という数字でした。実施

機関からの実施状況報告によると、今期事業における職員数、ユーザー数ですが、これの

増加、今期事業より実施した機能の追加、それから、市場化テスト前が低価格入札であっ

たことが市場化テストの適正な経費削減の評価に大きな影響を与えているという事情もあ

るという報告を受けていますが、実施経費の削減効果は確認できなかったと評価してます。 

 以上の整理に基づきまして、これは４ページの（５）の評価のまとめで書いていますが、

本事業につきましては競争性は確保されており、事業の質、水準においても適切なものと

整理ができますが、実施経費については、市場化テスト前の経費に比べて増加しており、

経費削減の効果は確認ができませんでした。 

 最後の（６）の今後の方針ですが、経費の削減効果が確認できず、良好な実施結果を得

られたと評価することは困難ですが、本来であれば継続ですけれども、（６）の今後の方針

に記載のとおり、また冒頭の概要でも申し上げましたとおり、令和８年中にデジタル庁の

ＧＳＳ（ガバメントソリューションサービス）に移行の予定であり、移行後、事業がなく

なりますので、市場化テストは今期をもって終了するという方針で進めたいと思います。 

 本件につきましては、５月３１日に開催された小委員会Ｂにおいて御審議いただき、評

価（案）について御了承いただいたところでございます。 

 説明については以上でございます。ありがとうございました。 

○浅羽委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいま御説明いただきました２つの案件につきまして、御意見、御質問のある委員は

御発言をお願いしたいと思います。 

 委員、お願いします。 



 -4-

○ 委員 でございます。御説明、どうもありがとうございました。 

 今回、応札者がいらっしゃらなかったということを伺っておりますけれども、従前の受

託者も多分恐らく応札なさらなかったのかなと推測しますが、従前の受託者はどのような

コメントを発しているのでしょうか。 

○事務局 御質問ありがとうございます。従前の事業者も含めまして国土交通省としまし

てはアンケート調査を実施し、その結果を踏まえまして今後の対応等を図っていきたいと

国土交通省より回答を得ています。 

 以上です。 

○ 委員 分かりました。 

 それから、念のためなんですけれども、たしか今年のお正月に羽田空港で衝突事故があ

ったと記憶しております。この事故対応も恐らくこの受託者はなさったのかなと推測しま

すが、その辺り、実際の事故に対する対応に対する評価とかというのは何か行われたので

しょうか。 

○事務局 御質問ありがとうございます。本件に関しまして、受託事業者において、１月

２日に発生した東京国際空港での飛行機衝突事故に対して、適切に消火活動業務に従事し

たということでして、その結果、特に事業者側には、業務に関して瑕疵等は発生していな

いというところです。今回、この事業に関しまして、今後何か対応するかという御質問か

と思いますけれども、その点に関しましては、今回事業に関して国土交通省としては、事

業者に瑕疵はなかったということなので、これをもって直ちに強化することはないという

認識かと思います。ただ、今後、先ほどの説明の中にもございましたように、令和７年度

から大型化学消防車に関しまして増車を図っていくという計画がありますので、その中で

消防・消火業務に関しましても機能強化が図られるものと推察しています。 

 以上でございます。 

○ 委員 よく分かりました。どうもありがとうございました。 

○浅羽委員長 ほかにはいかがでしょうか。 

 古尾谷委員、お願いします。 

○古尾谷委員 今、 委員からもお話があったのは、１月２日の日航機と海上保安庁の事

故がありました。懸念があるんですけれども、こういう羽田空港が、これと新潟空港とい

うことですけれども、ほかにも国際空港、成田や千歳もあります。こうしたところが単体

で空港消防を担うということで成り立つのか。例えば東京消防庁の管内で、先日もテレビ

でやっていましたけど、ジャパンホテルの火災の際には、第４条出動ということで、２３

区内の消防車全部出動しろという指令を出すなり、やはり自治体消防と大規模事故、特に

航空機事故は必ず死者が伴う事故でございますので、大規模事故については所属の所在地

の自治体消防あるいは近隣の川崎市消防本部との連携が不可欠になってくると思うんです。

今回はその中でまとまって、空港の保安、この受託者団体だけでやれたかもしれませんけ

れども、そうした程度が上がったときの課題とか、あるいはそういう自治体消防との連携
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について、項目としてそういう項目は１つもありませんので、それが１つの団体の受託に

ついて、官民競争入札は公共サービスの問題なので、そこの部分について、競争性がない

ので引き続きやっていきますよということだけでよろしいのか。競争性だけではとても測

れないものがあって、特に、直接消防署の署長たちに聞きますと、高度な救難訓練を行う

人たちというのはかなり、５年なり１０年なりの経験則がないと、２年や３年で人が育成

されるわけではないと聞いておりますので、訓練センターはしっかりやっておられるとは

思いますけれども、そうした日本の自治体消防との連携をきちっと位置づけながら航空消

防も国土交通省において位置づけをしていただくという形を明確にしながらしないと、逆

に言うと、受託団体は不安なんじゃないかと思うんです。自分たちの範囲を超えていると

きに、それをどうやっていくのか。南と北に署があって、配置がされているというお話を

聞きますけれども、そういった面も含めて、懸念があるということだけはちょっと、競争

性でいいのかなという若干の懸念があるということを申し上げたいと思います。 

 例えば、事故があり、大規模なときは、当然、国交省であれ、国が動くと思いますけれ

ども、現場の判断のところの中に自治体消防との連携なり何なりがしっかりと位置づけら

れていて、そことの連携の中で、ここはこれでできますという判断ならいいんですけれど

も、そこのところの重さを受託団体だけに負わせるようなことはないんでしょうねという

ところはちょっと懸念があるということだけ申し上げたいと思います。 

○事務局 先生、御質問ありがとうございました。私どもの説明が至らない点がありまし

た。先生が御指摘の空港消防等業務と自治体消防との連携の点につきまして、国土交通省

にこの評価を求めるに当たりまして聴取しており、今回の業務を担う事業者につきまして

は、説明の中にもありましたが、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）の基準では、空港におけ

る航空機事故の発生時から消火活動が行われるまでの時間を３分以内と規定されており、

そのＩＣＡＯの基準を準拠するためには、空港消防を独自に配備する必要があり、羽田空

港では現行事業者がその業務を請け負っているという状況です。それを踏まえまして、空

港の管理者、羽田空港に関しましては国土交通省ですけれども、国土交通省は自治体と消

火救難活動に関する協定等を結んでおり、事故発生の際には自治体消防のほうも出動要請

しているということがありまして、今回、東京消防庁にも出動要請がなされているという

状況です。その上で、先生御懸念の点につきまして、自治体消防と事業者との連携につい

て、実際に十分な連携が図られているかという点につきましては、国土交通省に委員の御

懸念の点については十分に伝えていきたいと思っております。 

 私からの説明は以上となります。 

○古尾谷委員 ありがとうございます。それできちっとやられているということであれば

よろしいんですけれども、この官民競争入札というのは、省庁と私たちの委員会との関係

もありますけれども、国民に対して、これこれこういう形で担保がなされているんですよ

ということがしっかりとそれぞれの段階で明示されていくのが当然だと思いますので、自

治体消防ともこういう面で連携されていますよというのはどこかに明示しておいていただ
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ければ、国民は、例えばこういうものでも、公表されたものについては基本的には分かる、

見えるように、簡単に言えば、みんなしっかり連携してやっているんですねという安心を、

安全・安心のもとはそこから来るんだと思いますので、ぜひ国交省によろしくお伝えくだ

さい。 

 以上です。 

○事務局 先生、御指摘ありがとうございます。国土交通省に、今後、安全・安心な運営

になるような体制づくり等していただきたいと、伝えまして、先生の御意見については賜

りたいと思います。 

○浅羽委員長 ほかにはいかがでしょうか。 

 それでは、評価（案）につきましては、監理委員会として異存はないということにいた

したいと思います。なお、懸念点等、国土交通省にお伝えいただければと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  

 このまま事業評価（案）のもう一件について審議をいたしたいと思います。小委Ｃの１

件、環境省／地球温暖化対策ナレッジマネジメント事業委託業務につきまして、事務局よ

り御説明をお願いいたします。 

○大上参事官 事務局より御説明いたします。資料４を御参照いただければと思います。

今御紹介のありました環境省の事業の評価になります。 

 こちらですけれども、資料４の２ページ目に書いてございますが、今期で事業が終了す

ることに伴いまして、市場化テストを終了すると評価させていただいております。 

 本事業ですが、１ページ目に事業の概要を書いてございます。簡単ですけれども、御紹

介いたします。大きく２つの事業から成っておりまして、職員の業務支援などを内容とす

るナレッジマネジメント業務高度化支援業務、こちら、資料作成の支援などになります。

こちらと、２つ目としまして、「働き方改革」の取組に関する検討・支援などを内容とする

カーボンニュートラルな働き方改革実行支援業務、この２つの大きな事業から成り立って

おります。こちらですけれども、競争性に課題があることから、令和４年度に市場化テス

トの対象に選定されまして、今期で市場化テスト１期目でございました。 

 確保される事業の質は全て達成されておりまして、事業の経費につきましても一定の効

果がございました。こちら、評価（案）を御参照いただければと思っております。 

 結果としまして、課題とされました競争性につきましては、１者応札ではございました

けれども、入札説明会には２者参加するなど、市場化テストによる効果は現れていたもの

と考えられますが、冒頭に申し上げましたとおり、事業終了に伴いまして、今期で市場化

テストも終了するとしております。 

 こちらは、５月２２日に開催しました入札監理小委員会Ｃにおきまして御了解をいただ

いております。小委員会では、本事業の成果物や蓄積されたノウハウの今後の活用につき

ましての質疑がございまして、実施機関からは、本事業で策定した運用指針などを省内に



 -7-

広げていく考えであるといった御回答がありました。 

 簡単ですけれども、以上御報告いたします。よろしくお願いいたします。 

○浅羽委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいま説明がありました内容につきまして、御意見、御質問等ある委員は御発言をお

願いしたいと思います。 

 委員、お願いいたします。 

○ 委員 でございます。御説明どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明にもございましたとおり、成果物の内容を省内に広げていただけるとの

ことで、誠にありがとうございました。もし可能であれば、省内に広げるとともに、恐ら

く日本中の公務員がその内容を見ると勉強になると思いますので、もし可能であれば、も

う少し広げる対象も御検討いただければと思った次第でございます。ありがとうございま

す。 

○大上参事官 委員、御意見いただき、ありがとうございます。環境省にも伝えてまい

りたいと思います。ありがとうございました。 

○浅羽委員長 ほかには御意見等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本評価（案）につきましては、監理委員会として異存はないということにい

たしたいと思います。どうもありがとうございます。 

 続きまして、１つ議事戻りまして、議事次第２の実施要項（案）についての御審議をい

ただきたいと思います。実施要項（案）につきましては、事業主体からの説明に基づき、

入札監理小委員会で審議を行いました。小委員会Ｂの１件、法務省／電子認証システムに

係る運用・保守業務につきまして、主査の関野委員より説明をお願いしたいと思います。 

 関野委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○関野委員 それでは、資料１－１と資料１－２に基づきまして御報告いたします。法務

省の電子認証システムに係る運用・保守業務ということでございます。 

 まず、事業概要でございますが、資料１－１に書いてございますけれども、資料１－２

の１５９分の３を御覧ください。３ページ目の真ん中辺りです。項番第２、１番、電子認

証システム概要というところでございます。（１）番ですね。商業登記に基づく電子認証制

度は、登記所が発行する印鑑証明書及び資格証明書に代えて、取引の相手方の本人性、法

人格の存在及び代表権限の存在を電子的に証明するものとして、電子認証登記所の登記官

が登記所に印鑑を提出した者または提出することができる者の登記情報に基づき電子証明

書を発行して認証する制度であります。この電子認証制度を運用するために構築され、ま

た有効性の確認等を行うためのシステムが電子認証システムでございまして、この現行の

電子認証システムは、令和７年度中にリース期間が満了を迎えることとなるため、次期シ

ステムへの更改を計画的に推進していく必要があると書いていますが、今現在推進してい

るということでございます。これが概要になります。 

 資料１－１に戻っていただきまして、事業期間としては、令和６年１１月から４年５か
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月間です。 

 選定の経緯が下にございますが、今回が市場化テストの１期目でございます。４行ほど

行きまして、本事業の選定に当たっては、事業の開始時期、事業内容等の詳細について、

次期システム更改のタイミングに合わせて、クラウド化、システム構築を含めた業務の一

括化などを含め、監理委員会と連携して検討することとされております。令和４年９月の

入札監理小委員会におきまして、運用・保守というものと設計・開発は分離して調達する

ことになり、市場化テストとしては、令和７年度開始予定の運用・保守業務を対象として

やることになりました。 

 （２）番ですが、開始時期につきまして色々書いてございますが、まず一番最初のとき

は、法務省から令和６年１２月を開始時期でしたが、その後、法務省から、コロナ及び半

導体不足の影響によりまして、調達期間を長く取りたいとの申出がありましたので、結局、

令和６年８月から、前倒しをしましょうということで、了承されております。それが令和

６年２月２日のことでした。２ページ目に参りまして、今般、法務省よりスケジュールに

ついて、また今度、前倒したものを後倒ししたいということで、また変更ということで、

令和６年８月の契約開始時期を令和６年１１月に戻したいといいますか、遅らせたいとい

うことでございます。※印に遅延理由が書いてございますけれども、基本的にデジタル庁

と所管変更の意見があったので、その手続のためにスケジュールが遅れたということで、

現在、スケジュールが押しているという状況でございます。 

 ３番、競争性の改善の取組ということで、新規参入者の促進対応ということが（１）番

に書かれております。まず、開札から契約締結までの期間を２０日以上確保するというこ

とです。それから、基本要件及び業務要件の加点項目につきまして、ハード面よりも、創

意工夫の余地のある項目の点数を高く設定しました。それから、入札説明会を開催すると

いうことで、９月上旬に開催するということが書かれております。さらに、法務省ホーム

ページより調達資料のダウンロードが可能ということになっております。 

 （２）番ですが、新規参入の促進ということで、従来はシステムベンダーのみの入札で

あったところ、認証局運用知識がある認証局ベンダーが提供するサービス、マネージドＰ

ＫＩといいますが、つまり、認証局ベンダーも契約に参加できることといたしました。そ

れから、下のポツでございますが、設計・開発の仕様におきまして、認証局機能の標準仕

様から外れていた部分でありますＯＣＳＰレスポンダの過去認証機能を不要としたという

ことが書いてますが、これは１５９分の１１９ページに記載がありますので、御覧くださ

い。１１９ページの下のほう、４番のところです。黄色で書かれていると思いますが、商

業登記電子証明書の有効性確認には、従来どおりのＯＣＳＰ、オンラインに加えましてＣ

ＲＬ、リストを提供しますと。また、現在提供しているＯＣＳＰ取得時の時間指定の機能

は不要とすると。過去に遡って有効性を確認する場合には、ＣＲＬ、リストにしましょう

と書いてまして、オンラインじゃなくてもいいですよということで、認証局ベンダーが参

加しやすいようになっているという説明でございます。それから、また資料１－１に戻っ
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ていただきまして、３ページ目でございます。設計・開発業者から、プログラム仕様書、

ソースコード、移行設計書等を提供させることといたしております。 

 ４番、実施要項（案）の審議結果でございます。これはいろいろ書いてございますが、

最終的には対応は全て同じ対応をしていただいております。 

 まず（１）番、本調達における調達範囲、受託者の役割、担うべき機能、業務内容、発

注者の役割、機器の手配を明記するべきだということで、実施要項（案）の２－２といい

ますか、１５９分の３の一番下に２番ということで、電子認証システムの運用・保守業務

の目的及び形態等ということで、１５９分の４ページ、約１ページを全部追加していただ

いております。明確にやるべきことを書いてもらったということになります。 

 それから、（２）番、マネージドサービスについてです。「マネージドサービス」という

言葉がインフラの提供、保守・運用といった業務をサービスとして提供するものに対しま

して、「マネージドＰＫＩ業務」という言葉がありまして、そちらは一般的にインフラと認

証局の機能を併せて提供するので、別途調達をしている「電子認証システムの提供」とい

うものを含むと理解されるのではないかということで、この表現を削除していただいたと

いうことですが、具体的には、１５９分の４ページの上、（２）に本業務の形態等と書いて

まして、本業務は以下のいずれかの形態によって履行されることを見込んでいる。アと書

いてありまして、機器賃貸借及び業務請負契約、これはシステムベンダーのことを言って

おります。イでマネージドサービス契約と書いてあります。これは認証局ベンダーのこと

ですが、このマネージドサービス契約の文字の中に、（１）に記載のとおりの機器及びソフ

トウエア並びに「認証局システム」の構築及び運用業務をサービスとして提供する形態と

いうことで、括弧の中に、いわゆるマネージドＰＫＩ業務という括弧書きが書いてあった

ので、これがあると誤解を生むだろうということで、これを削除したということでござい

ます。それから、同じようなことを、また論点として、マネージドサービスについて、サ

ービスの要件、応札者の責任範囲を明確にすべきだろうということで、前回だと、この２

ページ目がなかったものですから、このサービスの要件に係る要件項目を総合評価基準案

の中に明記してもらいました。それから、マネージドサービスにあっても、当方の設ける

サービスレベルの評価項目によって要求されるサービスレベルを満たす必要がある旨、実

施要項案に明記しましたということです。１５９分の４ページ目の（３）のイのところに

その要件を記載していただきました。 

 それから、（３）番、機器賃貸借及び請負、いわゆるシステムベンダーの契約とマネージ

ドサービス契約（Ｂ）、４ページでいいますとアとイということになるんですけれども、そ

の運用要件、役割及びサービスレベルを明確化すべきということで、このサービスレベル

とはどの程度だということにつきまして明確に記載していただいたということになります。

つまり、システムベンダーは分かっていると思いますけど、認証局ベンダーは新しく参加

することになるので、彼らが分かりやすくといいますか、誤解のないように書いていただ

いたということになります。 
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 それから、（４）番、非機能要件の審査の明確化ということです。論点ですが、マネージ

ドサービス事業者について体制、運用状態、セキュリティーとか安全性などの非機能要件

をいつ、誰が、どのように評価するのかということが話題になりまして、最後のページ、

４ページになりますが、対応のところで、要求される非機能要件は、実施要項案第２の「２ 

本事業の概要」と書いてありますが、これは３でございます。３の本事業の概要及び３の

確保されるべき対象業務の質、これは４番でございます。なぜかというと、先ほど申し上

げましたとおり、２番を追加したので、番号がそれぞれ１つずつ後ろに下がったというこ

とになります。それから、最後のところです。契約の履行段階に当たっては、法務省及び

デジタル庁が当該要件のとおり履行されるよう監督することを追記したということで、こ

れは１項設けていただいて、追加しております。何を心配したのかと申しますと、複数応

札を目指すために、マネージドサービスといいますか、認証局ベンダーを入れたんですけ

ど、認証局ベンダーというのは新興企業が多いので、どこまで信頼性を担保できるかとい

うことです。自分たちが、できますから応募しましたと言うので、それでよいのだろうか

と。業務内容が業務内容なので、そこの信頼性の担保をどのようにするかというところの

議論がありまして、最終的には法務省とデジタル庁が監督しますということを書いたとい

うことでございます。 

 最後に、５番目、意見招請の対応でございまして、現在、意見招請を実施中で、７月３

日までやっておりますので、意見締切り後、結果については法務省において早急に取りま

とめを行うこととなっておりまして、今後の対応につきましては、この後、事務局から御

説明があろうかと思います。 

 長くなりましたが、説明は以上でございます。 

○浅羽委員長 どうもありがとうございました。 

 事務局から補足の説明をいただけるということで、よろしくお願いいたします。 

○平井企画官 それでは、事務局より３点ほど補足をいたします。 

 まず１点目は、ただいまの資料１－１の４ページの箇所の事項番号の訂正です。関野主

査にも御修正を言及いただいておりましたが、資料１－１の４ページの４の実施要項（案）

の審議結果についての（４）、非機能要件の審査の明確化の対応のところに記載されており

ます、実施要項案の第２の「２ 本業務の概要」というのは「３ 本業務の概要」、それか

ら、「３ 確保されるべき対象業務の質」と書かれておりますのは「４ 確保されるべき対

象業務の質」の間違いでした。訂正して、おわび申し上げます。誠に申し訳ございません

でした。 

 続きまして、本件スケジュール変更による影響でございます。法務省によりますと、意

見招請以降のスケジュールに３か月程度の遅延が生じましても、電子認証システムのサー

バー等に使用されるＯＳのサポート期間を延長する調整を実施したことにより、本調達に

係るスケジュールを３か月後ろ倒しにすることが可能となり、当初予定していた工期が確

保されることになるため、新規業者にとっての参入リスクを生じさせることにはならない
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ものと法務省では考えているということです。 

 最後に、ただいま関野主査より御説明がありましたとおり、本件の意見招請につきまし

ては、法務省において現在実施中でございます。意見の締切り後、法務省で意見招請の結

果及びその対応につきまして取りまとめがなされましたら、事務局より小委員会Ｂの委員

への御報告を申し上げ、御了承をいただきたいと考えております。 

 事務局からの補足は以上でございます。 

○浅羽委員長 ありがとうございます。 

 それでは、ただいま説明がありました内容につきまして、御意見、御質問等ございます

委員は御発言をお願いいたします。 

 御意見等、よろしいでしょうか。 

 それでは、公共サービス改革法第１４条第５項の規定により付議されました実施要項（案）

につきまして、関野主査及び事務局より、パブコメ、意見招請についての話がございまし

た。本件につきましては、意見招請で出された意見への対応などにつきまして、事務局か

ら小委Ｂに報告し、了承となりましたら、本件の議了については、私に御一任いただきた

いということで手続を進めさせていただきたいと考えております。委員の先生方、そのよ

うな進め方でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○浅羽委員長 どうもありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただき

ます。 

 それでは、議事次第の４の報告についての御審議をいただきたいと思います。小委Ｂの

１件、文部科学省／大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構の計算機等の運用

管理支援及び監視業務、小委員会Ｃの１件、国土交通省／建設工事統計調査調査業務につ

きまして、事務局より御説明をお願いいたしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○大上参事官 報告案件２件につきまして、事務局より御説明いたします。 

 まず資料５、御参照いただければと思います。高エネルギー加速器研究機構の計算機器

等の運用管理支援及び監視業務でございます。こちらですけれども、２度目の実施時期の

変更につきまして御報告をさせていただきたいと思います。本件ですけれども、高エネル

ギー加速器研究機構の計算機システム、ネットワークシステム及び関連施設等の運用管理

支援、利用者支援補助、監視業務を行う業務になっております。令和４年度に市場化テス

トの対象事業に選定されまして、当初は令和６年４月から実施する予定でしたけれども、

物価高騰などの影響によりまして、資材調達の見通しが立たず、昨年度、令和５年度に監

理委員会の御了解をいただき、事業開始時期を１年延期いたしまして、令和７年４月開始

としておりました。令和５年度に本業務の仕様に大きく関わる計算機システムとネットワ

ークシステムの調達を実施しましたところ、ネットワークシステムにつきましては、不落

となりまして、落札者を決定できなかったところでございます。機構におきましてネット
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ワークシステムの調達につきまして検討したところ、再入札に要する時間や経済性を考慮

しまして、現行のネットワークシステムを１年間再リースし、新規のネットワークシステ

ムの調達を１年後ろ倒しすることの報告がございました。当事務の仕様を確定させるには、

計算機システムと今御説明しましたネットワークシステムの機器を特定する必要がござい

ますため、今般の状況を踏まえまして、市場化テストの開始時期を再度１年延期いたしま

して、令和８年４月開始に変更するものでございます。本件につきましては、５月３１日

に実施しました入札監理小委員会Ｂにおきまして御了解いただいているところでございま

す。 

 資料５の御報告は以上になります。 

 引き続き、資料６、御参照いただければと思います。国土交通省の建設工事統計調査調

査業務でございます。こちらの調査は、建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを

目的として行われているもので、統計法に基づく基幹統計でございます。別添を御参照い

ただければと思いますけど、大きく２つの調査で構成されておりまして、毎月行っている

建設工事受注動態統計調査と、建設業者が１年間に施工した建設工事の完成工事等を毎年

把握する建設工事施工統計調査の２つで構成されているものです。こちらの調査ですけれ

ども、令和５年度に市場化テストの対象事業に選定されまして、当初は令和７年４月から

実施する予定でございました。他方で、本件は、国土交通省における統計改革プランを踏

まえまして、調査方法の見直しを行っているところでございます。具体的には、従来の紙

媒体による調査をオンラインによって行うべく、そのためのシステムの開発・構築を行っ

ているところと聞いております。この２つの調査のうち、建設工事受注動態統計調査につ

きましては、令和６年度のシステムの稼働を予定しているところと聞いておりますけれど

も、２つ目の建設工事施工統計調査につきましては、前者の受注動態調査の状況を見まし

て開発・構築するということでございます。また、オンライン調査の導入に当たりまして

は、システム機能の検証に加えまして、オンライン調査の回答状況を踏まえて、統計の精

度を維持するための検証を行う必要もありまして、これらには一定の時間がかかることか

ら、今般、市場化テストの実施時期を延長したいと実施機関から申出があったものでござ

います。今後ですけれども、オンライン調査に向けた作業の進捗状況などを把握するとと

もに、事業の実施時期について国土交通省と調整し、決まり次第、委員会に御報告したい

と考えております。本件につきましては、５月２２日に開催しました入札監理小委員会Ｃ

におきまして御了解いただいているところでございます。 

 事務局からの報告は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○浅羽委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいま御説明いただきました内容につきまして、御意見や御質問等ございませんでし

ょうか。 

○小尾委員 小尾ですけれども、よろしいでしょうか。 

○浅羽委員長 小尾委員、どうぞ、よろしくお願いいたします。 
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○小尾委員 資料６の御説明ですが、延長するということですけど、その間は契約延長を

して、現行の業者がこれに対応、当たるということでよろしいんでしょうか。 

○大上参事官 御質問ありがとうございます。御認識のとおりでございます。 

○小尾委員 分かりました。施工統計調査のほうが目処がつくまではずっと延長でいきた

いと、そういう希望だということでしょうか。 

○大上参事官 御質問ありがとうございます。実施機関としても、いつまでもというつも

りは恐らくなくて、早めにということで検討は鋭意進めていると聞いておりますが、実際、

それの目処がつくまでは現行の形態でというふうに聞いております。 

○小尾委員 分かりました。どのぐらい時間がかかるのかというのが見通しが立っていな

いということであれば、調整しながら進めていただければと思いますので、よろしくお願

いします。 

○大上参事官 はい。御指摘ありがとうございました。 

○浅羽委員長 ほかにはいかがでしょうか。 

○前田委員 すみません。 

○浅羽委員長 前田委員、お願いいたします。 

○前田委員 今の件ですけど、今は、この調査というのは国土交通省が自らやっていると

いうことなんじゃないんですか。業者に今頼んでいるというふうには読めなかったんです

けど、それを民間委託にするという話ではないんですか。 

○大上参事官 一部民間委託をしているというふうに聞いております。 

○前田委員 しているんですか。 

○大上参事官 はい。説明不足で申し訳ございません。 

○前田委員 昔、統計委員会の委員をやっていたので、あんまり民間に委託しているとい

うことはなかったように思ったものですから、一応、念のために質問しただけです。あり

がとうございます。 

○大上参事官 ありがとうございます。一部しているということです。 

○浅羽委員長 ほかにはいかがでしょうか。それでは、よろしいでしょうか。 

 ただいま御報告いただきました小委Ｂ及び小委Ｃの報告につきまして、監理委員会とし

て異存はないということにいたしたいと思います。ただし、Ｃにつきましては、先方に、

いつまでもだらだらというようなことでは当然ないということを、そこはきちんと事務局

としてもグリップを利かせてやっていただければと思います。今後ともよろしくお願いい

たします。どうもありがとうございます。 

 それでは、議事次第５の「公共サービス改革基本方針（案）」についての御審議をお願い

したいと思います。 

 本件につきましては、去る４月の監理委員会で御議論いただいた内容を踏まえ、総務大

臣が当委員会に付議したものでございます。 

 それでは、事務局より御説明をお願いいたします。 
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○大上参事官 それでは、資料７を御参照いただければと思います。今、委員長からも御

紹介いただきましたけれども、こちら、公共サービス改革基本方針につきましては、４月

に本委員会で本文を中心に御審議いただきまして、その後、行政機関等と協議を行い、閣

議に諮る案を本日お示ししているものでございます。本文につきましては４月に一度御審

議いただいておりますため、本日は別表中心に御説明させていただきたいと思います。 

 別表につきましては、これも４月に本委員会で御報告いたしましたけれども、新たに８

つの事業を追加するとともに、先ほど御了解いただきました３つの事業につきまして、実

施時期を変更する案になっております。また、昨年度からの事業評価の結果を反映すると

ともに、事業終了に伴いまして市場化テストを終了する事業につきましても、契約期間が

終了した事業につきましては別表から削除しております。 

 それでは、新たに追加した８つの事業の記載につきまして簡単に御紹介させていただき

たいと思います。 

 資料７のまず１３ページを御参照いただければと思います。１３ページの右側、６の総

務省の独法等の業務のイでございますけれども、こちらにＮＩＣＴの未来ＩＣＴ研究所設

備管理業務を掲載しております。こちらは令和７年７月を目途に入札公告の予定でござい

ます。 

 ２件目としまして、１９ページ、お開きいただければと思います。こちらの左側の一番

下のキに理化学研究所の和光地区宿舎管理業務を掲載しております。こちらは令和６年１

０月を目途に入札公告の予定ですので、遠からず実施要項の審議をお願いする予定でござ

います。 

 ３件目ですけれども、２０ページ、御覧いただければと思います。こちら、左側の一番

下の（６）に文部科学省の日本語学習サイト充実のための調査研究業務を掲載しておりま

す。こちら、令和７年１月に入札公告を予定しております。 

 引き続きですが、２２ページの左側の（７）、一番下に厚生労働省の労働条件ポータルサ

イトの設置・運営を掲載しております。こちらも令和７年１月の入札公告を予定しており

ます。 

 引き続きですけれども、２５ページ、こちらの右側の一番下のウに岩見沢河川事務所等

の図面作成業務を掲載しております。こちらは令和６年１２月の入札公告を予定しており

ます。 

 引き続きですけれども、２６ページ、お開きいただければと思います。こちら、左側の

アとイです。こちらの２件、いずれも水資源機構の業務になってございます。こちらも新

たに掲載しておりまして、いずれも令和７年１２月の入札公告の予定でございます。 

 最後に、２７ページ、左側のオ、こちらに港湾情報処理システムの機能提供業務を掲載

しております。こちら、令和６年１２月の入札公告を予定しております。 

 新たに追加しました８つの事業につきましては、以上掲載しております。基本方針の見

直しにつきましては、本日委員会で御了解いただけましたら、今後、閣議決定に向けて手
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続を進めてまいりたいと考えております。 

 事務局からの説明は以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

○浅羽委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいま御説明いただきました内容につきまして、御意見、御質問等ある委員は御発言

をお願いしたいと思います。 

 石田委員、お願いいたします。 

○石田委員 今御説明いただいた点、それから、この公共サービス改革基本方針（案）に

ついては全く異論はありません。賛成です。ただ、１つ、運用面でお願いがあります。今

お話しさせていただいてよろしいでしょうか。 

○浅羽委員長 はい、お願いします。 

○石田委員 先に「３年間の監理委員会の活動を振り返って」にも書きましたが、市場化

テスト対象事業について審議をしている中で、そもそも事業の目的を果たすために今のや

り方がベストなのかとか、もっと抜本的な見直しが必要なのではないかと疑問に思うもの

が年に数件ありました。しかし、そのことを意見として反映することができず、非常に残

念に思っておりました。そのため、監理委員会が長時間費やした検討、議論の中で得た知

見や疑義等を関係各省と情報共有や連携を行うことが必要なのではないかと強く感じてい

ます。例えば評価結果で「市場化テストを終了する」という文言の後に、「ただし、これこ

れの理由で本事業については抜本的な見直しが必要であるとの意見が委員からあったこと

を付記する」等、追記することを検討していただきたい。今回のこの基本方針にも掲げて

いる公共サービスに関する不断の見直しに沿う運用だと思います。せっかく長い時間をか

けて審議して、「これはちょっとおかしい」と思っても、そのことを伝えることができずに、

市場化テストが終了することを非常に悲しく思っています。ぜひ御検討いただきたいとい

うことで発言させていただきました。 

 以上です。 

○大上参事官 事務局でございます。 

 御意見ありがとうございました。今いただきました御意見、運用面の御意見ということ

で賜りました。検討させていただきたいと思います。貴重な御意見、ありがとうございま

した。 

○浅羽委員長 ほかにはいかがでしょうか。 

 古尾谷委員、お願いします。 

○古尾谷委員 ありがとうございます。基本的には方針（案）に賛成いたしますけれども、

３ページと７ページに、地方公共団体が実施する法に基づく入札についての記述がありま

す。私も市町村や都道府県に何度かお聞きする機会があって、副知事以下事務当局の方々

は公共サービス改革法というのをほとんど認識していない。国の法律だというだけなんで

すね。これに基づく入札というのを、７ページには、インターネット活用などによって、

方針の策定状況などはこれから広く公表していきますよということが書かれておりますの
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で、直接指示なり命令することは自治の観点からできないとは思いますけれども、ぜひ公

共サービス改革法の趣旨を踏まえた行政改革並びに効率化の観点を自治体に、事務局には

もっと強く書くべきじゃないかということを前に申し上げたこともありますけれども、自

治体の側にいる者として、もっとそこら辺は背中を押してもらいたいなという意識があり

ます。 

 それと同時に、この間の自治体行革が、財政危機に基づく人員削減と効率化の視点があ

まりにも強調されていて、市民や国民に対してどういうふうに還元されていくのか、そう

いう視点がなかなか出にくい行革だった２０年なのかなという思いが強くありまして、そ

ういう面では、官民競争入札の競争というのも今曲がり角に来ていると思いますので、競

争ではなかなか成り立たない。あるいは、費用削減についても、最近ほとんどの入札は１

０％近くまで上がっている。ベンダーさんの２０％３０％増ははっきり言って論外ですけ

ど、足元見られているなと思いますけれども、費用削減にあまり資さなくなっている、今

の物価上昇の基調の中、そういう中では、やはりしっかりと、こうした形でこういう結果

が出るんですよということを言っていかないと、法の趣旨がなかなか実現できなくなって

きてしまうのではないかという懸念を持っておりますので、自治体側のほうとしては、市

町村においては、特に小規模の団体については、事業者そのものが少ないということから、

随契あるいは災害対策事業などは国以上に不落や入札が流れるという事態が東北でも生じ

ておりますので、そうした中で、幅広い民間の事業者の参画を得ていくという視点では何

ができるのか、私たち自身も悩みながらやっていますけれども、民間へのかなり開放とい

うような視点も踏まえて、やるべきことはしっかりやってくださいよと背中は押していた

だきたいなという、これは情けない話になってしまいますけど、自治体側の雰囲気として

はそういうところが出てきているという感じです。よろしくお願いいたします。 

○大上参事官 貴重な御意見、ありがとうございました。企画小委員会でも古尾谷主査か

らはいろいろ御指導いただいていたところで、貴重な御意見だと思っております。先ほど

お話もありましたけれども、法が施行されてもう２０年近くたっておりまして、社会の状

況も大きく変わっているということは我々もひしひしと感じているところでございます。

今御指摘あった競争、競うという競争から、共に創るという共創という観点が重要という

こと、個人的にも本当にそういう時代になってきているということは感じておりますので、

今後、委員会として、特に今御指摘あった地方公共団体の支援ですね。何に、どのような

形で後押しができるのかということも含めて、また委員の方々からお力添えをいただきつ

つ、検討してまいりたいと思います。貴重な御意見、ありがとうございました。 

○浅羽委員長 ほかに御意見等ございますか。 

 それでは、公共サービス改革法第７条第６項の規定により付議されました公共サービス

改革基本方針（案）につきましては、監理委員会として異議なしといたします。御審議い

ただき、どうもありがとうございます。 

 ここで、事務局から発言がございますので、お願いいたします。 
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○後藤事務局長 事務局でございます。 

 本日、公共サービス改革基本方針につきまして、４月を含めて２度にわたりまして御審

議いただきまして、誠にありがとうございます。今後、６月下旬の閣議決定を目指しまし

て手続を進めてまいりたいと思います。どうもありがとうございました。 

○浅羽委員長 以上をもちまして、本日予定しておりました議題は全て終了いたしました。

これで、本日の監理委員会を閉会いたしたいと思います。どうもありがとうございました。 

  

 

―― 了 ―― 


